
事業群評価調書（平成29年度実施）
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項目
ⅰ
ⅱ
ⅲ

政策企画課

○

国への申請（件）

16,084

長崎県・佐世
保市ＩＲ推進
協議会

カジノを含む統合型リゾートの導入に向けて、
必要な法整備の国への働きかけ、海外ＩＲ事
業者への本県のＰＲ、ギャンブル依存症対策
体制づくりなどに取り組むＩＲ推進協議会への
活動費を負担した。

活動
指標

検討チーム会議等
（県・市・商工会議所・
ＨＴＢ）開催回数（回）

　平成28年12月15日第192回臨時国会に
おいてＩＲ推進法が成立し、同26日に施行
された。
　海外のカジノ関係見本市において日本
におけるＩＲ事業展開の候補地としての本
県地域のポテンシャルの高さをＰＲした。
　依存症対策の体制を整備する必要性を
関係機関と共有できた。

3,425 1,713 16,148
成果
指標

　平成28年12月15日第192回臨時国会においてＩＲ推進法が成立し、同26日に施行された。ＩＲ推進法は、ＩＲ地域
の整備推進を政府に求める、いわゆる「プログラム法」であり、推進法施行後一年以内を目途として必要な法制上
の措置（ＩＲ実施法の整備）を講じることを求めている。
　以上のような国の動きを踏まえ、平成28年度はＩＲ推進法の審議状況を注視しつつ、本地域へのＩＲ導入にかか
る基本的な考え方、方向性を示す長崎ＩＲ基本構想の策定に向けた準備作業を行った。
　平成29年度は、国においてＩＲ制度の具体的内容が検討されることから情報収集に努め、その内容に沿って構
想策定に取り組む。

統合型リゾート導入検
討事業

H26-

3,806 0

28年度事業の実施状況
（29年度新規・補正は事業内容）

指標 主な目標

中
核
事
業

２．28年度取組実績（H29新規・補正は参考記載）

取組
項目

事務事業名 事業
期間 事業対象

所管課(室)名

事業費(上段:実績、下段:計画、単位:千円） 事　　　業　　　概　　　要 指標（上段：活動指標、下段：成果指標）

28年度事業の成果等

１．計画等概要

（長崎県総合計画チャレンジ2020　本文） （取組項目）

カジノを含む統合型リゾート（ＩＲ）の本県誘致を目指し、国際競争力の高い魅力ある基本構想を策定する
とともに、国への働きかけのほか、地域別説明会の実施や、関係自治体・経済界等との県民組織の立ち
上げなど、気運の醸成並びに県民の合意形成に取り組みます。また、長崎地域の特定複合観光区域の
認定に向けた取組及びＩＲ事業者との調整等を進め、誘致後には以下の事項を実現して、県勢の発展及
び地方創生へつなげます。

ⅰ）基本構想の策定
ⅱ）県民意識の醸成
ⅲ）官民の連携

関
連
指
標

そ
の
他

事
業
群

県内での統合型リゾート（ＩＲ）の開業 開業

指　　　　　標
最終目標
（H32）

（進捗状況の分析）

施 策 名 海外活力の取り込み 課 （ 室 ） 長 名 西村　一宏

事 業 群 名 統合型リゾート（ＩＲ）の導入 事業群関係課(室)

基 本 戦 略 名 交流を生み出し活力を取り込む 事 業 群 主 管 所 属 企画振興部政策企画課ＩＲ推進室



事業構築の視点

取組
項目
ⅰ
ⅱ
ⅲ

⑨

　ＩＲ基本構想の中間案策定後、県内各地での説明会開催を予定していたが、県内シンクタンク実施のアンケートによるとＩＲについて県民の理解が進んでいない状況である。このため、まずは各種広報媒体を使っ
たＩＲについての正確な情報提供に努め、ＩＲに対する県民の理解促進を図る。

ⅲ）官民の連携

統合型リゾート導入検
討事業

平成29年秋の臨時国会への提案を目指す国のＩＲ実施法案の検
討内容に沿って、ＩＲ推進協議会の事業内容及びスケジュールを
見直す。

国において検討されているＩＲの具体的制度等を踏まえ、状況に応じて柔軟に対応することとす
る。

改善

ＩＲ導入に向けた合意形成のため、官民による推進体制の構築を図ることを目指し、地元経済界との意見交換や九州経済連合会等の民間組織との関係づくりを行ってきた。今後は、九州知事会や九州経済連合会
などを活用し、九州内での合意形成を進めるとともに、県内の関係自治体や経済界と共同でのＩＲ誘致組織の立ち上げを進める。

４．29年度見直し内容及び30年度実施に向けた方向性

取組
項目

３．実績の検証及び解決すべき課題と解決に向けた方向性
ⅰ）基本構想の策定

　ＩＲ推進法は、平成28年12月26日に施行されたが、ＩＲの具体的な制度を定めるＩＲ実施法は、推進法施行後1年以内を目途として整備される。基本構想はＩＲ実施法の内容に沿って策定する必要があるが、平成28
年度においては構想策定準備として海外のオペレーターとの関係構築等に取り組んだ。平成29年度は、国においてＩＲ制度の具体的内容が検討されることから情報収集に努め、その内容に沿って構想策定に取り
組む。

ⅱ）県民意識の醸成

（H29の新たな取組は「H29新規」等と記載、見直しがない場合は「－」と記載） 見直しの方向 見直し区分
事務事業名

29年度事業の実施にあたり見直した内容 30年度事業の実施に向けた方向性


